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  第 15 消防機関へ通報する火災報知設備 

 
 規則第 25 条第２項第１号に規定する火災通報装置は、火災が発生した場合に、手動起動装
置を操作すること又は自動火災報知設備の感知器の作動と連動することで、電話回線を使用し
て消防機関を呼び出し、蓄積音声情報により通報するとともに、通話を行うことができる装置
をいう。 
 同条同項第２号に規定する消防機関へ通報する火災報知設備は、M 型発信機と M 型受信機
で構成され、火災を発見した際に、手動により当該発信機を操作して当該受信機に火災信号を
送り、火災の発生を消防機関に通報するもので、火災通報装置とは異なるものである。 
 
１ 設備の概要（系統図による設置例） 

＜ＮＴＴアナログ加入回線の場合＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２ 用語の定義 

（１）「手動起動装置」とは、火災通報装置専用である一の押しボタン、通話装置、遠隔起動
装置等をいう。 

（２）「蓄積音声情報」とは、あらかじめ音声で記憶させている火災通報に係る情報をいう。 
（３）「通報信号音」とは、火災通報装置からの通報であることを示す信号音をいう。 
（４）「連動起動機能」とは、火災通報装置が自動火災報知設備の感知器の作動と連動するこ

とにより作動し、消防機関への通報を自動的に開始する機能をいう。 
（５）「試験装置」とは、火災通報装置の試験において、電話回線を捕捉しない状態で行うた

めの、消防機関の 119 番受信装置に代わる試験を行う装置をいう。 
（６）「ＮＴＴアナログ加入回線」とは、電話回線を用いてアナログ方式により音声伝送を行

う回線であり、常時使用できる端末機器は１つであるものをいう。 
（７)「ＩＰ電話回線」とは、インターネットプロトコルネットワーク技術を用いて音声伝送を

行う回線をいう。 
（８)「ＩＳＤＮ回線」とは、電話回線を用いてデジタル方式により音声伝送を行う回線のこと

であり、１回線に２以上の信号チャンネルを有し、同時に２以上の端末機器を使用するこ
とのできるものをいう。 
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（９）「ＡＤＳＬ回線」とは、電話回線を用いる非対称デジタル加入回線をいう。 
   なお、火災通報装置を接続する場合は、分離型スプリッタを用い、電話機等の信号部分

に設けるものに限る。 
（10）「分離型スプリッタ」とは、ＡＤＳＬ回線から送られてくる信号を、電話機等の信号と

インターネット通信のための信号とに振り分ける分波器であり、一体型スプリッタ（ＡＤ
ＳＬ専用モデム等に組み込まれたもの。）とは異なる。 

（11）「直収電話」とは、ＮＴＴ以外の電気通信事業者による固定電話（ＩＰ電話を除く。）を
いう。 

（12）「ＴＡ（ターミナルアダプタ）」とは、ＩＳＤＮ回線に対応する機能を持たない端末機器
をＩＳＤＮ回線に接続して使用するための信号変換装置で、ＤＳＵと組み合わせて使用す
るものをいう。 

（13）「ＤＳＵ（デジタルサービスユニット）」とは、ＩＳＤＮ回線等におけるＩＳＤＮ回線に
必要な速度変換、同期等の機能を持つ回線接続装置でＩＳＤＮ回線の終端に接続するもの
をいう。 

（14）「火災通報優先接続型ＴＡ」とは、火災通報装置をＩＳＤＮ回線に接続する際に火災通
報装置が発する信号を他の端末機が発する信号に優先してＩＳＤＮ回線に接続し送出す
る機能を持ったものをいう。 

（15）「ＴＡ等」とは、ＴＡ又は火災通報優先接続型ＴＡをいう。 
（16）「ＵＰＳ」とは、回線終端装置等に設ける予備電源（無停電電源装置）のことをいう。 
（17）「特定火災通報装置」とは、スピーカー及びマイクを用いて、送受話器を取り上げるこ

となく通話ができる機能を有する火災通報装置のうち、令別表第１(６)項イ(１)から(３)
まで及びロに掲げる防火対象物で、延べ面積が 500 ㎡未満のものに設けるものをいう。 

（18）「回線終端装置等」とは、回線終端装置その他のＩＰ電話回線を使用するために必要な
装置をいう。 

（19）「アナログ端末機器」とは、火災通報装置、電話機、ファクシミリ等でアナログ信号を
発する機器をいう。 

（20）「デジタル端末機器」とは、パソコン等でデジタル信号等を発する機器をいう。 
 
３ 共通事項 

  規則第 25 条第２項及び第３項の規定によるほか、次によること。 
（１）社会福祉施設等で自力避難困難者が夜間使用する防火対象物（規則第 25 条第３項第５

号に掲げる防火対象物）は、令第 23 条第１項ただし書きに該当する場合であっても、火
災通報装置を設置すること。☜ 

（２）火災通報装置の設置場所 
  ① 火災通報装置は、防災センター等常時人のいる場所に設置すること。 
    なお、当該装置は自動火災報知設備の受信機と併設すること。☜ 
  ② 火災通報装置は、床面からの高さが 0.8ｍ以上 1.5ｍ以下の箇所に設けること。☜ 
  ③ 火災通報装置の直近には、専用の送受話器を設置すること。 
  ④ 湿気、ほこりのない場所に設置すること。 
  ⑤ 火災通報装置の操作部（手動起動装置、モニター部、発報表示及び非常用送受話器）

が制御部と分離しているものの制御部は、維持管理のできる場所に設けることができる。 
（３）遠隔起動装置☜ 
  ① 防災センター等常時人のいる場所が複数ある場合には、防災センター等に火災通報装置

の本体を設置し、それ以外の場所には遠隔起動装置を設けること。 
    なお、自動火災報知設備の副受信機が設置されている場合は、当該副受信機と併設す

ること。 
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  ② 遠隔起動装置を設ける場合は、火災通報装置を設けた場所との間で通話ができるイン
ターホン等の同時通話装置を備えておくこと。 

（４）接続 
  ① 規則第 25 条第３項第２号に規定する「火災通報装置の機能に支障を生ずるおそれの

ない電話回線」には、アナログ電話回線のほか、「050」から始まる番号を有するＩＰ電
話回線のうち、消防機関において通報者の位置情報を取得できないもの以外のＩＰ電話
回線が該当するものであること。 

  ② 119 番発信が可能で消防機関からの逆信を受けられる電話回線に接続すること。 
（５）機器 
  ① 火災通報装置は、「火災通報装置の基準」（平成８年消防庁告示第１号（以下「告示第

１号」という。））に適合し、かつ、電気通信事業法（昭和 59 年法律第 86 号）第 53 条
の規定により端末機器としての認定を受けたものを使用すること。 

    なお、原則として、認定品とすること。☜ 
  ② 火災通報装置の選択信号送出方式は、火災通報装置と接続されている電話回線と同一

であること。 
※選択信号送出方式は、10 パルス毎秒若しくは 20 パルス毎秒のダイヤルパルス又は押し

ボタンダイヤル信号のいずれかであるもの。 
（６）その他 
  ① 火災通報装置の手動起動装置、非常用送受話器には、その旨を表示しておくこと。 
  ② 手動起動装置及び遠隔起動装置には、いたずら防止のための措置を講じておくこと。 
  ③ 一般用の電話機を非常用送受話器として設置するものは、専用のものとして火災通報

装置本体の直近に設け、かつ、他の内線電話機等と明確に区別させること。 
  ④ 令第 23 条第１項ただし書き中の「消防機関から著しく離れた場所」とは、概ね 10km

以上離れた場所をいうこと。☜ 
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４ ＮＴＴアナログ加入回線 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第 15-１図 ＮＴＴ電話回線に専用回線で接続する火災通報装置の概要図 

 
 
（１）接続 
   接続については、規則第 25 条第３項第３号及び前３．（４）によるほか、次によること。 
  ① 回線は、火災状況が分からない者が受話器をとる状況を回避するため、専用の電話回

線とすること。☜（第 15-１図参照） 
   ただし、屋内の電話回線のうち、構内交換機等と通信事業者の間となる部分に火災通報

装置を接続し、かつ、消防機関からの逆信の際、火災通報専用電話機のみ呼び出し音が
鳴動する場合は、この限りでない。 

    なお、構内交換機等の二次側及び次の回線には接続しないこと。（第 15-２図〜４図参照） 
   ア ＦＡＸおよび留守番電話が接続されている回線 
   イ 消防機関からの逆信が受けられない回線 
   ウ 公衆電話回線 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第 15-２図 専用回線以外で接続する火災通報装置の概要図 
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  ② 火災通報装置と電話回線の接続は、試験装置の接続に対応させるため、プラグジャッ
ク方式又はアダプタ式ジャック方式（以下「プラグジャック方式等」という。）とする
こと。（第 15-３図、４図参照） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第 15-３図 分界点を通信コネクタ以外の方法とする場合 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第 15-４図 分界点を通信コネクタとする場合 

 
 
（２）機器 
   規則第 25 条第３項第１号によるほか、前３.（５）によること。 
（３）配線 
   火災通報装置の配線は、電気工作物に係る法令によるほか、次によること。 
  ① 遠隔起動装置から火災通報装置までの配線は、規則第 12 条第１項第５号の規定によ

ること。☜ 
  ② 端子との接続は、ゆるみ、破損等がないこと。 
（４）常用電源 
   火災通報装置の常用電源は、次によること。 
  ① 火災通報装置の常用電源は、蓄電池又は交流低圧屋内幹線から他の配線を分岐せずに

とること。 
  ② 前①の見やすい箇所に火災通報装置専用である旨の表示をすること。 
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５ ＩＰ電話回線 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第 15-５図 ＩＰ電話回線に接続する火災通報装置の概要図 

 
 
（１）接続 
   接続については規則第 25 条第３項第３号及び前３.（４）によるほか、次によること。 
  ① ＩＰ電話回線における火災通報装置の接続部分について 
    火災通報装置は、屋内のＩＰ電話回線のうち回線終端装置等から電話機、ファクシミ

リ等の通信機器までのアナログ信号を伝送する電話回線の部分に接続すること。 
    なお、その際、当該通信機器の影響を受けないように接続すること。 

（第 15-５図、６図参照） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第 15-６図 ＩＰ電話回線における火災通報装置の接続部分について 
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  ② 回線終端装置等に複数のアナログ端末機器接続用端子がある場合 
    回線終端装置等に複数のアナログ端末機器接続用端子がある場合、火災通報装置が接

続されている端子以外の端子に通信機器等を接続すること（無線を用いることなどによ
り端子は設けられていないが、複数の端子が設けられているのと同等の機能を有する場
合を含む。）。ただし、その際、当該通信機器等による通信は、火災通報装置による通報
及び通話に影響を及ぼすおそれのないものであること。（第 15-７図参照） 

    なお、ここでいう「回線終端装置等に複数のアナログ端末機器接続用端子がある場合」
とは、複数の電話番号を取得し、火災通報装置及び電話機等それぞれに専用の番号を割
り振ることができる場合等をいう。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第 15-７図 回線終端装置等に複数のアナログ端末機器接続用端子がある場合 

 
 
（２）機器 
   前３.（５）によること。 
（３）配線 
   前４.（３）によること。 
（４）電源 
   火災通報装置の常用電源は、前４.（４）によるほか、次によること。 
  ① 回線終端装置等の常用電源の接続部は、振動又は衝撃により容易に緩まないよう、脱

落防止措置がされていること。 
    なお、「電源の接続部」とは、電源が供給される配線（回線終端装置等の予備電源（Ｕ

ＰＳ）に係る配線を含む。）のコンセント部分を含む全ての脱着可能な接続部をいう。 
  ② 回線終端装置等の電源の接続部には、火災通報装置用のものである旨又は火災通報装

置に係る回線終端装置等用のものである旨の表示を設けること。 
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（５）予備電源（ＵＰＳ） 
   回線終端装置等の予備電源については、次によること。 
  ① 回線終端装置等の予備電源の種類 
    回線終端装置等の予備電源は、ＵＰＳ(無停電電源装置)を使用すること。☜ 
  ② 共同住宅等における回線終端装置の予備電源設置場所について 
    共同住宅等において配線方式等により、火災通報装置が設置された住戸等内の回線終

端装置等以外に、共用部分にも回線終端装置等が設けられる場合は、別紙資料 15-１に
より、共用部分の回線終端装置等にも予備電源を設置すること。 

  ③ 予備電源（ＵＰＳ）の容量 
    予備電源（ＵＰＳ）は、告示第 1 号第 3 第 12 号（１）に規定する容量を有するもの

であること。また、容量の算定方法については、別添資料 15-２により算定すること。 
（６）その他 
  ① 回線終端装置等には、火災通報装置が接続されている旨の表示を見やすい位置に付す

ること。 
  ② 回線終端装置等は、火災通報装置と同室に設けること。☜ 
  ③ 回線終端装置等は、地震等による転倒防止措置を講じること。 
 
６ その他の回線（ＡＤＳＬ、ＩＳＤＮ） 

（１）ＡＤＳＬ回線 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第 15-８図 ＡＤＳＬ回線に接続する火災通報装置の概要図 

 
 
  ① 接続 
    火災通報装置の接続については、規則第 25 条第３項第３号及び前３.（４）によるほ

か、分離型スプリッタを用い、電話機等の信号となった部分に設けること。 
（第 15-８図参照） 

  ② 機器 
    前３.（５）によること。 
  ③ 配線 
    前４.（３）によること。 
  ④ 電源 
    前４.（４）によること。 
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（２）ＩＳＤＮ回線 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

第 15-９図 ＩＳＤＮ回線に接続する火災通報装置の概要図 

 
 
  ① 接続 
    接続については、規則第 25 条第 3 項第 3 号及び前３．（４）によるほか、次によること。 
    火災通報装置は、次によりＴＡ等を介してＩＳＤＮ回線へ接続すること。 

（第 15-９図参照） 
   ア 火災通報優先接続型ＴＡを用いる場合（第 15-10 図参照） 
   （ア）火災通報装置は、優先接続機能を有するアナログ端末機器用端子に接続すること。 
   （イ）火災通報装置以外の端末機器として、パソコン等を当該ＴＡのデジタル端末機器

用端子に接続する場合、送信情報量は 64kbps までとし、その旨を表示すること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第 15-10 図 火災通報優先接続型ＴＡを用いた接続例 
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   イ ＴＡを用いる場合（第 15-11 図参照） 
   （ア）火災通報装置は、アナログ端末機器用端子に接続すること。 
   （イ）ＩＳＤＮ回線に接続する端末機器は、火災通報装置とその他の端末機器一つまで

とし、ＩＳＤＮ回線の一つの信号チャンネルを火災通報装置専用として確保すること。 
   （ウ）火災通報装置以外の端末機器として、パソコン等を当該ＴＡのデジタル端末機器

用端子に接続する場合、送信情報量は 64kbps までとし、その旨を表示すること。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

第 15-11 図 火災通報優先接続型ＴＡ以外のＴＡを用いた接続例 

 
 
  ② 機器 
    ＴＡ等は、次のとおりとすること。☜（第 15-12 図参照） 
   ア 火災通報装置の通報メッセージを正確にＩＳＤＮ回線に送出できるものであり、か

つ、消防機関からの呼び返し等を的確に火災通報装置に伝達できることが確認されて
いる機器を使用すること。 

   イ 火災通報優先接続型ＴＡの機能は、次によること。 
   （ア）火災通報優先接続型ＴＡに接続される火災通報装置以外の端末機器を使用中に火

災通報装置を起動した場合、火災通報装置の通報が優先されること。 
   （イ）火災通報装置を起動した場合、火災通報装置が起動中である旨の表示がなされて

いること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第 15-12 図 
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  ③ 配線 
    前４.（３)によること。 
  ④ 常用電源 
    火災通報装置及びＴＡ等の常用電源は、次によること。 
   ア 火災通報装置及びＴＡ等の常用電源は、蓄電池又は交流低圧屋内幹線から他の配線

を分岐せずにとること。 
     なお、火災通報装置とＴＡ等の電源は併用できる。 
   イ 前アの見やすい箇所に火災通報装置専用である旨の表示をすること。 
  ⑤ 予備電源 
    ＴＡ等には、予備電源を備えることとし、次によること。 
   ア 予備電源は、火災通報装置の基準に規定する火災通報装置の予備電源に準じた容量

とすること。 
   イ 予備電源は、火災通報装置の予備電源と兼用できる。この場合、火災通報装置とＴ

Ａ等それぞれに必要な容量の合計の容量を確保すること。 
   ウ 予備電源は、密閉型蓄電池とすること。 
   エ 密閉型蓄電池に交流・直流交換装置を付加した無停電電源装置を設ける場合は、常

用電源と予備電源を兼ねることができる。 
  ⑥ その他 
   ア ＴＡ等には、火災通報装置が接続されている旨の表示を見やすい位置に付すること。 
   イ ＴＡ等は、地震等による転倒防止措置を講じること。 
   ウ ＴＡ等は、火災通報装置と同室に設けること。☜ 
 
７ 自動火災報知設備との連動 

  自動火災報知設備の感知器の作動と火災通報装置を連動させる場合は、規則第 25 条第３
項第５号の規定によるほか、次によること。☜ 

（１）非火災報対策 
   自動火災報知設備等は、次のいずれかによる非火災報対策を講じること。 
  ① 蓄積式の感知器、中継器又は受信機の設置 
  ② 二信号式の受信機の設置 
  ③ 蓄積付加装置の設置 
  ④ 設置場所の環境状態に適応する感知器の設置 
（２）機能 
   自動火災報知設備と連動することができる火災通報装置は、次に掲げる機能を有すること。 
  ① 起動方法については、自動火災報知設備の感知器からの火災信号によるほか、当該設

備の受信機が火災表示を行う要件（中継器からの火災表示信号、発信機からの火災表示
信号等）を受信した場合において、連動起動すること。 

  ② 自動火災報知設備と連動し火災情報を通報中において、手動起動装置が操作された場
合にあっては、直ちに、又は、自動火災報知設備と連動して行われる一区切りの火災情
報の通報が終了した後に、手動起動装置の操作による火災情報を通報できるものである
こと。 

（３）接続 
   連動停止スイッチを介して、次のいずれかにより接続させること。 
   なお、連動起動する際、火災通報装置と受信機の間に設ける配線は、規則第 12 条第１

項第５号に適合するものであること。 
  ① 自動火災報知設備の受信機直近に別箱で連動停止スイッチを設置する場合は、次によ

ること。 
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   ア 連動停止スイッチは、専用のものとすること。 
   イ 連動を停止した場合は、連動が停止中である旨の表示灯が点灯すること。 
     なお、点灯中は連動が停止している旨の表示を設けること。 
   ウ 連動停止スイッチを受信機直近に別箱で設置する場合の電源は、受信機から供給さ

れていること（特定小規模施設用自動火災報知設備で受信機を設けない場合は火災通
報装置から供給することができる。）。 

  ② 自動火災報知設備の受信機内の移報用端子を連動停止スイッチとして利用する場合
は、次によること。 

   ア 連動停止スイッチは、専用のものとすること。ただし、連動停止スイッチを専用の
ものとするために、自動火災報知設備の受信機を取り替える必要が生じた場合で、次
に該当する場合は専用のものとしないことができる。 

   （ア）消防用設備等の点検等の際に適切に火災通報装置への移報停止及び復旧ができる
機能を有していること。 

   （イ）連動停止スイッチの付近に火災通報装置及びその他の設備等と接続されている旨
の表示を設けること。 

   イ 連動を停止した場合は、連動が停止中である旨の表示灯が点灯すること。 
     なお、点灯中は連動が停止している旨の表示を設けること。 
（４）自動火災報知設備の受信機に、連動起動機能を有する旨の表示を設けること。 

（第 15-13 図参照） 
 
 
 

地 ：白色 
文字：黒色 

 
 

第 15-13 図 受信機に設ける表示 

 
 
（５）令別表第１（16）項イのうち、（６）項イ（１）若しくは（２）又はロが存するものに

ついては、防火対象物全体の火災信号からの連動とすること。 
（６）規則第 25 条第３項第５号ただし書中の「防災センター」とは、総合操作盤その他これ

に類する設備により防火対象物の消防用設備等の監視、操作等を行う場所であって、常時
人による監視等が行われており、確実な通報体制が確保されているものをいうこと。 

（７）特定小規模施設用自動火災報知設備のうち受信機を設けないものと火災通報装置との連
動については、感知器からの火災信号を移報用のアダプタ等を用いて対応することができ
る。（第 15-14 図、15 図参照） 

  ① 移報用アダプタの電源は、原則として、火災通報装置から供給すること。 
  ② 移報用アダプタから火災通報装置への配線は、規則第 12 条第１項第５号の規定によ

ること。 
 
 
 
 
 
 
 

この受信機は、１１９番通報と連動しています。

点検等の際は火災通報装置の連動スイッチを切

ってください。 
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第 15-14 図 火災信号を無線で受信する場合 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第 15-15 図 火災信号を有線で受信する場合 

 
（８）連動工事に係る配線工事については、次によること。 
  ① 甲種第４類の消防設備士に行わせること。 
  ② 着工届及び設置届は、火災通報装置及び自動火災報知設備の双方を届け出させること。 
 
８ 通報内容 

（１）手動起動時の通報内容は、次によること。 
  ① 「ピピピ、ピピピ、火事です。火事です。」 
  ② 所在地「こちらは、○○区○○町○○丁目○○番○○号」 
  ③ 建物名称「○○ビルです。」 
  ④ 電話番号（火災の際、通話が可能な代表番号等の電話番号） 
  ⑤ 呼び返し案内メッセージ「逆信して下さい。」 

※上記の通報内容を変更した場合は、蓄積音声情報を訂正すること。 
（２）自動火災報知設備との連動時の通報内容については、次によること。 
  ① 「ピンポーン、ピンポーン、自動火災報知設備が作動しました。」 
  ② 所在地「こちらは、○○区○○町○○丁目○○番○○号」 
  ③ 建物名称「○○ビルです。」 
  ④ 電話番号（火災の際、通話が可能な代表番号等の電話番号） 
  ⑤ 呼び返し案内メッセージ「逆信して下さい。」 
  ※上記の通報内容を変更した場合は、蓄積音声情報を訂正すること。 
  ※自動火災報知設備と連動し火災情報を通報中において、手動起動装置が操作された場合

にあっては、直ちに、又は、自動火災報知設備と連動して行われる一区切りの火災情報
の通報が終了した後に、前(１)の通報内容に切り替えること。 
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９ 略 

  次のいずれかに該当する場合は、令第 32 条の規定を適用し、火災通報装置を設置しない
ことができる。 

（１）消防機関へ常時通報することのできる電話が、常時人のいる場所に設置されており、か
つ、当該電話付近に通報内容（火災である旨並びに防火対象物の所在地、建物名称及び電
話番号の情報その他これらに関連する内容）が明示されている防火対象物で、次のいずれ
かに該当する場合 

  ① 令別表第１(５)項イ（複合用途防火対象物の当該用途部分を含む。）のうち、宿泊室数
が 10 以下であるもの。 

  ② 令別表第１(６)項イ(３)（複合用途防火対象物の当該用途部分を含む。）のうち、病床
数が 19 以下であるもの。 

  ③ 令別表第１(６)項イ(４)（複合用途防火対象物の当該用途部分を含む。） 
  ④ 令別表第１(６)項ハ（複合用途防火対象物の当該用途部分を含む。）のうち、通所施設

であるもの。 
（２）管理人室等が存在しない無人となる独立した用途の自走式自動車車庫で、常時人のいる

場所と連絡できる通報装置（精算機併設の通話装置等を含む。）を設置する場合 
（３）独立した用途の自走式自動車車庫（当該車庫と他の用途が同一棟に混在しない場合に限

る。）で、同一敷地内に別棟の共同住宅等（管理事務所、店舗等含む。）が存し、次のすべ
てに適合する場合 

  ① 共同住宅等と当該車庫は、各々、自動火災報知設備等が設置され、共同住宅等の受信
機は、当該車庫の火災信号を表示できること。 

  ② 前①の火災信号用の配線は、規則第 12 条第１項第５号の規定によること。 
  ③ 共同住宅等に、火災通報装置又は消防機関へ常時通報することができる電話が設置さ

れていること。 
  ④ 当該車庫は、車両を駐車する際を除き、通常無人であること。 
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別添資料 15-１ 

 
【ＩＰ電話】 

共同住宅等における回線終端装置の予備電源設置場所について 

 
＜光配線方式＞ 

  光ファイバーケーブルを建物内に引き込み、共用部分にある光端子盤からスプリッタ等を
経由し、各住戸内にある回線終端装置及び通信用宅内設備に接続する方法であり、各住戸の
回線終端装置及び通信用宅内設備に予備電源を設けること。 
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＜ＶＤＳＬ方式＞ 

  光ファイバーケーブルを建物内に引き込み、共用部分にある光端子盤から集合型回線終端
装置を経由し、ＶＤＳＬ集合装置から電話用ケーブルで各住戸内の通信用宅内設備に接続す
る方法であり、各住戸のＶＤＳＬ宅内装置一体型に加え、棟内共用スペース内の集合型回線
終端装置及びＶＤＳＬ集合装置にも予備電源を設けること。 
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＜ＬＡＮ方式＞ 

  光ファイバーケーブルを建物内に引き込み、共用部分にある光端子盤から集合型回線終端
装置を経由し、そこからＬＡＮケーブルで各住戸内の通信用宅内設備に接続する方法であり、
各住戸の通信用宅内設備に加え、棟内共用スペース内の集合型回線終端装置にも予備電源を
設けること。 
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＜戸建て等の場合＞ 

  光ファイバーケーブルを建物内に引き込み、回線終端装置及び通信用宅内設備を介して接
続する方法であり、回線終端装置及び通信用宅内設備に予備電源を設けること。 
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別紙資料 15-２ 

 
【ＩＰ電話の回線終端装置に設ける予備電源（ＵＰＳ）容量の確認方法】 

 
１ 概要 
  ＵＰＳの容量算定にあたっては、負荷機器（回線終端装置等）の容量（以下「負荷容量」

という。）を把握する必要があり、負荷容量の合計とＵＰＳのカタログ等に示されている定
格容量等の規格を基に２及び３に示す要件を満たすＵＰＳを選定する。 

 
２ 負荷容量 
  負荷容量は、一般的に皮相電力Ｓ[VA]又は消費（有効）電力Ｐ[W]で表示されることが多

く、一のＵＰＳの負荷が複数の回線終端装置等で構成される場合は、それらの合計が負荷容
量となる。 

  ＵＰＳは、次の（１）及び（２）より算定される負荷容量を上回るものを選定することと
なる。 

（１）皮相電力による負荷容量の算定 
  ① 負荷容量がＳ[VA]で与えられる場合は、当該値を用いる。 
  ② 負荷容量がＰ[W]で与えられる場合は、Ｓ＝Ｐ/cosθ（cosθ：負荷の力率）により皮

相電力に換算した値を用いる。 
  ③ 前①又は②による数値を合計し、負荷容量ＳL[VA]を得る。 
 
 
 
        ＳＯ＞ＳＬ×α 
 
 
 

※力率（cosθ）は、負荷の特性に応じた値となる。 
※余裕率（α）は、負荷の特性に応じて設けられ、1.1 以上の値を用いるものとする。 
※負荷容量は、定格値を用いるものとする。 

 
（２）消費（有効）電力による負荷容量の算定 
  ① 負荷容量がＳ[W]で与えられる場合は、当該値を用いる。 
  ② 負荷容量がＰ[VA]で与えられる場合は、Ｐ＝Ｓ×cosθにより消費（有効）電力に換

算した値を用いる。 
  ③ 前①又は②による数値を合計し、負荷容量ＰＬ[W]を得る。 
 
 
 
        ＰＯ＞ＰＬ×α 
 
 
 
 
３ ＵＰＳ 
  原則として、70 分以上の停電補償時間を有するＵＰＳを選定すること。 

ＳＯ：ＵＰＳの定格出力容量[VA] 
ＳＬ：負荷容量の合計[VA] 
α：余裕率（1.1 以上） 

ＰＯ：ＵＰＳの定格出力容量[W] 
ＰＬ：負荷容量の合計[W] 
α：余裕率（1.1 以上） 


